
議案第１１号 

 

北本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正について 

 

 北本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

次のように改正する。 

 

 

  平成３０年２月２６日 提出 

 

 

北本市長 現王園 孝 昭     

 

 

北本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 北本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

７年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「事務は、」の次に「別表第１の左欄に掲げる執行機

関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる執行機関が

行う同表の中欄に掲げる事務及び」を加え、同条第２項中「前項に規定

する」を「法別表第２の第２欄に掲げる」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 別表第２の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処

理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であっ

て当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法

の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番

号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りでない。 



 第４条に次の１項を加える。 

４ 第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他

の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内

容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の

提出があったものとみなす。 

 第５条第１項の表教育委員会の項中「情報」の次に「（以下「地方税

関係情報」という。）」を加える。 

 附則の次に別表として次の２表を加える。 

別表第１（第４条関係） 

執行機関 事務 

１ 市長 北本市こども医療費の支給に関する条例（昭和４８

年条例第２９号）によるこども医療費の支給に関す

る事務であって規則で定めるもの 

２ 市長 北本市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例

（平成４年条例第２８号）によるひとり親家庭等医

療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２（第４条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 北本市こども医療費の

支給に関する条例によ

るこども医療費の支給

に関する事務であって

規則で定めるもの 

医療保険各法（健康保険法

（大正１１年法律第７０

号）、船員保険法（昭和１

４年法律第７３号）、私立

学校教職員共済法（昭和２

８年法律第２４５号）、国

家公務員共済組合法（昭和

３３年法律第１２８号）、

国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）又は地

方公務員等共済組合法（昭

和３７年法律第１５２号）



をいう。）による医療に関

する給付の支給又は保険料

の徴収に関する情報（以下

「医療保険給付関係情報」

という。）であって規則で

定めるもの 

生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による保護

の実施又は就労自立給付金

の支給に関する情報（以下

「生活保護関係情報」とい

う。）であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

北本市ひとり親家庭等医療

費の支給に関する条例によ

るひとり親家庭等医療費の

支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

２ 市長 北本市ひとり親家庭等

医療費の支給に関する

条例によるひとり親家

庭等医療費の支給に関

する事務であって規則

で定めるもの 

医療保険給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

児童扶養手当法（昭和３６

年法律第２３８号）による

児童扶養手当の支給に関す

る情報であって規則で定め



るもの 

高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第

８０号）による後期高齢者

医療給付の支給又は保険料

の徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第３

０号）による支援給付又は

配偶者支援金の支給に関す

る情報であって規則で定め

るもの 

 

附 則 

 この条例は、平成３０年１１月１日から施行する。 


